
厚真町ＥＣサイト運用支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 町内事業者等（以下「事業者等」という。）に対する厚真町Ｅ

Ｃサイト運用支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、厚真町補助金等交付規則（平成４年規則第４号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

（目的） 

第２条 この要綱は、新たな販路開拓及び顧客確保を目指すため、Ｅ

Ｃサイトを活用した取組を行う事業者等に対し、補助金を交付する

ことにより、地域経済活性化の推進を図ることを目的とする。  

（定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定め

るところによる。 

 (1) ＥＣサイト インターネットなどの通信ネットワークを利用  

し、商品又はサービスの商取引を行うウェブサイトをいう。  

(2) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第 

２条第１項で定める中小企業者をいう。 

(3) フルスクラッチ型 原則、既存のプログラム又はソフトウェア 

を使用せずゼロの状態から最も自由度の高い開発を行うことがで 

きる手法をいう。 

 (4) ストアフロント型 決済代行会社並びに管理画面及びサイト 

デザインといった電子商取引を行う上で必要な機能が備わったパ 

ッケージを利用して開発ができる手法をいう。  

 (5) モール型 多数の企業や商店のＥＣページが集まった出店形 

  式であり、独自ドメインの取得及び決済代行会社の設定等は、Ｅ  

Ｃページ作成のためのプラットフォーム利用をすることができ  

るが、他の手法に比べデザイン等の開発自由度が低い手法をいう。 



（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、次の各号に規定する要件をすべて満たす者と

する。 

(1) 中小企業者であること。  

(2) 補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有

する個人又は、本補助金の交付申請を行う日において、現に法人

登記簿謄本上の本社所在地を厚真町内におく法人  

 (3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第２  

０号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。  

 (4) 町税等の公租公課を滞納していないこと。  

 (5) 町長が必要と判断したときに、事情聴取、関係書類の提出、事

業所の立入等の調査に応じること。  

 (6) 本補助金の交付を受けて作成したＥＣサイトの運用を導入開

始後１年以上継続すること。  

２ 前項で定める者のほか、町長が適当と認める場合、本事業の対象

者とする。 

３ 本条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象

としない。 

 (1) 宗教上の組織又は団体若しくは政治団体  

 (2) 電子商取引機能を有さない単なるウェブサイト制作を行う者  

 （補助対象事業） 

第５条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号に規定する事業とする。 

(1) 地域通貨決済機能付ＥＣサイト運用事業 厚真町の地域通貨 

である「あつまるカード（以下「地域カード」という。）」と機能連  

携し、地域カードの電子マネー又はポイントによる決済機能があ  

る、フルスクラッチ型によるオリジナルＥＣサイトの導入又は運 

用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業  



(2) 自社オリジナルＥＣサイト運用事業 決済代行会社と連携す  

る等により、ウェブサイト内で決済機能までを有する、フルスク 

ラッチ型又はストアフロント型による自社オリジナルＥＣサイト  

の導入又は運用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業  

 (3) モール型ＥＣサイト運用事業  既存ＥＣモールへの出店又は 

運用を実施する場合、その経費の一部を支援する事業   

 （補助対象経費等） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。  

２ 前項の規定は、補助金申請前に要した経費も対象とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、国、北海道、町又はその他支援団体

等の補助金若しくは助成金の交付を受けている経費は、補助金の対

象経費から控除する。  

４ 補助金対象経費は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日ま

でにかかる経費を対象とする。  

５ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額とする。 

６ 補助金の交付は、１回限りとする。 

 （補助金の交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、次に規定する書類を添えて、令和７年２月１４日までに町長に

提出しなければならない。  

  (1) 申請書（様式第１号） 

(2) 補助対象経費積算書（様式第２号） 

(3) 町税等の状況調査同意書（様式第３号）  

(4) 対象経費の算出根拠となる資料  

(5) そのほか、町長が特に必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 



第８条 前条に基づく申請書類を受理したときは、規則第７条に基づ

き、申請者に通知するものとする。 

 （補助事業等の変更申請）  

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）

が、補助金の内容に関し、計画を変更しようとするときは、規則第

９条第１項に基づく書類を提出するものとする。  

 （補助事業等の変更決定）  

第１０条 前条に基づく書類を受理したときは、規則第９条第２項に

基づき補助決定者に通知するものとする。  

 （実績報告） 

第１１条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲

げる書類を添えて、令和７年３月３１日までに町長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 実績報告書（様式第４号） 

 (2) 補助対象経費内訳書（様式第５号） 

 (3) 補助対象経費にかかる領収書等の写し  

 (4) そのほか、町長が特に必要と認める書類  

 （補助金等の交付）  

第１２条 補助金等は、規則第１０条第１項に基づき交付する。  

２ 概算払を受けようとする者は、規則第１０条第２項に基づく補助

金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。  

 （補助金等の額の確定等） 

第１３条 町長は、規則第１４条の規定に基づき、補助金等の額を確

定するものとする。  

 （補助金等の決定の取り消し及び返還）  

第１４条 町長は、規則第１５条の規定に基づき、補助金等交付の決

定を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 



 （委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定め

る。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１０月１５日から施行する。 

 （この要綱の失効）  

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

別表（第６条関係）  

交付対象事業 補助対象経費（区

分・経費の内容） 

補助金の額 

事業名 補助率 補助限度額 

地 域 通 貨 決 済 機 能 付

ＥＣサイト運用事業  

(1)委託料（開設又は 

改修に係る経費、デ 

ザイン作成経費、地 

域カードとの連携 

作業に係る経費等） 

(2)使用料及び賃借料

（サーバーのレン

タルに要する初期

費用、ドメイン取得

費用、ＡＳＰ利用に

係る初期費用、地域

カードとのＡＳＰ

連携に係る使用料、

その他開設や改修

に係る経費等） 

(3)広告料（ＥＣサイ

４ ／ ５

以内 

2,500 千円 

（内、広告

料は 200 千

円及び備品

購 入 費 は

100 千円を

上 限 と す

る。） 



トへ誘導するため

の広告に係る経費

等） 

(4)備品購入費（ＥＣ 

サイト管理用パソ 

コン等の購入に係 

る経費等） 

(5)その他町長が特に 

 必要と認める経費 

自 社 オ リ ジ ナ ル Ｅ Ｃ

サイト運用事業 

(1)委託料（開設又は 

改修に係る経費、デ

ザイン作成経費等） 

(2)使用料及び賃借料

（サーバーのレン

タルに要する初期

費用、ドメイン取得

費用、ＡＳＰ利用に

係る初期費用、その

他開設や改修に係

る経費等） 

(3)広告料（ＥＣサイ 

トへ誘導するための

広告に係る経費等） 

(4)備品購入費（ＥＣ 

サイト管理用パソ 

コン等の購入に係 

る経費等） 

１ ／ ２

以内 

1,000 千円 

（内、広告

料は 200 千

円及び備品

購 入 費 は

100 千円を

上 限 と す

る。） 



(5)その他町長が特に 

 必要と認める経費 

モ ー ル 型 Ｅ Ｃ サ イ ト

運用事業 

(1)委託料（開設又は 

改修に係る経費、デ

ザイン作成経費等） 

(2)使用料及び賃借料

（サーバーのレン

タルに要する初期

費用、ドメイン取得

費用、ＡＳＰ利用に

係る初期費用、その

他開設や改修に係

る経費等） 

(3)広告料（ＥＣサイ 

トへ誘導するため 

の広告に係る経費 

等） 

(4)備品購入費（ＥＣ 

サイト管理用パソ 

コン等の購入に係 

る経費等） 

(5)その他町長が特に 

 必要と認める経費 

１ ／ ２

以内 

300 千円 

（内、広告

料は 200 千

円及び備品

購 入 費 は

100 千円を

上 限 と す

る。） 

 

 

 

 

 



 



様式第 1 号（第７条関係）  

申請書 

 年  月  日  

 厚真町長 様 

 

補助金の交付を受けたいので、厚真町ＥＣサイト運用支援事業補助金交付要

綱要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

 

（申請者情報）※次の欄を全て記入してください。 

住 所  

法人・団体等の名称  

代表者役職・氏名  

電 話 番 号  

 

（申請する事業） 

※1 から 3 の数字に１つ〇をつけてください。 

１ 地域通貨決済機能付 EC サイト運用事業 

２ 自社オリジナル EC サイト運用事業 

３ モール型 EC サイト運用事業（出店するモール名        ） 

（補助金交付申請金額） 

※補助金交付申請額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものする。 

※広告料に対する補助上限は 200 千円とする。 

※備品購入費に対する補助上限は 100 千円とする。 

 

 円 

 

【参考情報：補助上限、補助率】 

地域通貨決済機能付 EC サイト運用事業 2,500 千円 ４／５以内 

自社オリジナル EC サイト運用事業 1,000 千円 １／２以内 

モール型 EC サイト運用事業 300 千円 １／２以内 

 

 

 



様式第２号（第７条関係）  

 

補助対象経費積算書 

 

厚真町ＥＣサイト運用支援事業補助金の対象としたい費用は次のとおりです。 

 

※「対象の判断」の欄には、記入しないでください。 

 内訳 金額(円) 対象の判断 

１   対象・対象外 

２   対象・対象外 

３   対象・対象外 

４   対象・対象外 

５   対象・対象外 

６   対象・対象外 

７   対象・対象外 

８   対象・対象外 

９   対象・対象外 

１０   対象・対象外 

１１   対象・対象外 

１２   対象・対象外 

１３   対象・対象外 

１４   対象・対象外 

１５   対象・対象外 

１６   対象・対象外 

１７   対象・対象外 

１８   対象・対象外 

１９   対象・対象外 

２０   対象・対象外 

合計   対象・対象外 

※経費の算出根拠がわかる資料が必要ですので合わせてご用意ください。（見積書・領収書等） 

 

 

 



様式第３号（第７条関係）  

 

町税等の状況調査同意書 

                       

 年  月  日 

厚真町長 様 

 

  住所 

 

             申請者  法人・団体等の名称 

  

                  氏名 

 

厚真町ＥＣサイト運用支援事業補助金の交付申請にあたり、次の事項につい

て同意します。 

 

１ 産業経済課職員が、私の住民票を閲覧すること。 

２ 産業経済課職員が、法人の所在や申請者の町税等の公租公課について収納

情報等の確認をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１１条関係）  

 

実績報告書 

                       

 年  月  日 

厚真町長 様 

 

  年  月  日付厚真町指令第    号で交付の決定を受けた厚真町Ｅ

Ｃサイト運用支援事業補助金（以下「本補助金」という。）について、事業が

完了したので、本補助金交付要綱第１１条の規定により報告します。 

 

（申請者情報）※次の欄を全て記入してください。 

住 所  

法人・団体等の名称  

代表者役職・氏名  

電 話 番 号  

 

 

補助金交付決定額 
 

 円 

 

導入したＥＣサイトのＵＲＬ 

 

 

 

※添付書類 

（１）補助対象経費内訳書（様式第５号） 

（２）補助対象経費に係る領収書等の写し 

（３）そのほか町長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 



様式第５号（第１１条関係）  

 

補助対象経費内訳書 

 

※「確認資料」の欄には、記入しないでください。 

 

 内訳 金額(円) 確認資料 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    

合計    

 

 


